2011年6月30日

　関係各位
平成23年度障害者相談支援従事者研修の開催について

（ご案内）
茨城県社会福祉士会　　
会長　竹之内章代　
　謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より、当会の活動に対しご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
　さて、この度、茨城県より委託を受け、障害者自立支援法に基づく「平成23年度障害者相談支援従事者研修」を下記のとおり開催することとなりましたので、ご案内いたします。

　受講を希望される方は、申込方法等にご留意のうえ、茨城県社会福祉士会までお申込み下さい。なお、当該研修は、実務経験等の受講要件がございますのでご注意下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

記

１　研修の種類及び受講対象者

	研　修　名
	受　講　対　象　者

	①初任者研修
	　障害者相談支援に熱意をもち継続して関われる者で、障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児に関する業務に従事しており、別途定める実務経験を有する者

　なお、会場の都合上、申込者多数の場合は、所属する事業所の長(施設長、病院長等)の推薦による申込みのあった申込者より順に受講を優先いたします。また、１指定事業あたりの推薦者は原則１名とします。

	②初任者（更新）研修
	障害者相談支援に熱意をもち継続して関われる者で、障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児に関する業務に従事しており、別途定める実務経験を有する者

かつ、平成18年度もしくは平成19年度に障害者相談支援従事者研修を修了し、現在は障害者相談支援専門員として勤務していないが、「障害者相談支援従事者研修修了資格」を更新したい者

茨城県内では、初任者（更新）研修修了証をもつ者は、障害者相談支援事業において、障害者相談支援専門員として勤務することができます。ただし、特定事業所加算対象の「現任者研修」修了にはあたりません。

	③現任者研修
	障害者相談支援事業に現に従事し、かつ熱意をもち継続して関われる者で、障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児に関する業務に従事しており、別途定める実務経験を有する者

　かつ、現に相談支援事業に従事している障害者相談支援専門員が対象となる（ただし、現在は障害者相談支援時専門員として従事していないが、平成18年度以降、障害者相談支援専門員として勤務していた実績があり、研修の際に自分のかかわった事例について資料を提出できる方は当該研修の対象となります）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　＊どの研修が対象となるかについては、別紙「障害者相談支援従事者研修における対象研修場合分けシート」参照。
２　研修の申し込み方法

①初任者研修　

　本要綱、P.3 が対象となりますので、ご確認ください。

②初任者（更新）研修

　本要綱、P.4 が対象となりますので、ご確認ください。

③現任者研修

　　今年度は、平成24年2月14日（火）～2月16日（木）までの実施を予定しております。

　ご案内は、事業所あてに平成24年1月に送付いたします。

３　申込期限
　　　　

　　①初任者研修、②初任者（更新）研修ともに

平成23年７月15日（金）到着分
　　　　（ファックスでの受付はいたしません。）
　　

４　受講決定

　　受講決定通知書によりご案内いたします。（概ね研修の１週間前までに発送予定）

５　準備物

「改訂障害者相談支援従事者初任者研修テキスト」(中央法規出版)を使用いたします。各自でご購入の上持参下さい。（一般の書店で購入できます）

６　費用等

　　研修会の受講料は無料です。

　　　ただし、研修会場までの旅費につきましては、受講者負担となります。昼食の手配は受講者ご自身でお願いいたします。準備物である「改訂障害者相談支援従事者初任者研修テキスト」(中央法規出版)も受講者負担になります。

７　お問合せ及び受講申込み先

　　○茨城県社会福祉士会

　　　〒310-0851　水戸市千波町１９１８番地　茨城県総合福祉会館5階
　　　電話　０２９－２４４－９０３０
　　　  (問合せ可能時間帯：平日１０：００～１５：００まで)

ＦＡＸ　０２９－２４４－９０５２

　　　Ｅ－mail：csw-iba@csw-iba.org　　　
　

８　その他

　　ホームページでもご案内しておりますのでご覧下さい。

　　　アドレス　http://www.csw-iba.org/
【①初任者研修について】
ア）　日程及び会場

　＊障害者相談支援従事者研修（初任者研修）を修了するには、講義部分2日間、演習部分を

3日間、合計5日間のすべての日程を受講することが必要となります。
	研　修　名
	期　間
	研修日及び場所

	障害者相談支援従事者研修（初任者研修）

講義部分
	2日間
	◎1日目・2日目

第1回目　平成23年8月11日(木)・12日(金)

  茨城県総合福祉会館ホール(水戸市千波町1918)

第2回目　平成23年8月18日(木)・19日(金)

  茨城県総合福祉会館ホール(水戸市千波町1918)

＊同様の内容により2回開催－どちらかの日程を受講

	障害者相談支援従事者研修（初任者研修）

演習部分
	3日間
	◎3日目　平成23年9月17日(土）

茨城県総合福祉会館(水戸市千波町1918)

＊3日目の研修では、ケアマネジメントの流れや方法を学んで頂き、実習へ向けてのガイダンスが行われます。（別添研修内容参照）
◎4日目・5日目　

          平成23年11月4日(金)・5日(土)　

茨城県立健康プラザ(水戸市笠原町993-2)

＊4日目、5日目の研修では、ご自身で実習をした事例を用いた演習があります。地域生活をしている方やこれから地域生活をする方に許諾をとっていただき、実際にアセスメントやケア計画、ケア会議などの実施をした上で、4日目以降の演習をしていただく必要があります。事務局の提示する提出日時までに、事例をご提出いただくことを了解の上、受講してください。（別添研修内容参照）


イ）　申込方法及び申込期限

①受講希望者ごとに、所定の「受講申込書」、「実務経験証明書」、必要があれば「受講免除申請書」に必要事項をもれなく記入していただき、茨城県社会福祉士会まで郵送にてお申込み下さい。

　　　　なお、会場や定員の都合から申込者多数の場合は、事業所からの推薦がある者で優先される申し込みを受け付けた後、やむを得ず抽選となる場合がありますので予めご了承願います。　　　
＊必要事項の記載もれや添付書類に不備がある場合、申込書の受付ができませんので、ご注意ください。
　

＊以前の勤務先等とのやりとりで、実務経験証明書が申込締切に間に合わない場合に

は、茨城県社会福祉士会事務局まで締切前にご連絡ください。
ウ）　講義の受講免除について

　　　別紙研修内容にありますように、当研修の第1日目、第2日目の講義はサービス管理責任者研修と共通の講義になります。そのため、平成22年度までにサービス管理責任者研修を修了された方は受講免除となりますので、受講免除申請書を添えてお申込み下さい（受講免除にあたる場合でも、実務経験証明書については、障害者相談支援従事者研修とサービス管理責任者研修で証明する内容が異なるため、省略することはできません）。
【②初任者（更新）研修について】
ア）　日程及び会場

　＊初任者（更新）研修を修了するには、講義部分2日間、演習部分を

1日間、合計3日間のすべての日程を受講することが必要となります。
	研　修　名
	期　間
	研修日及び場所

	障害者相談支援従事者研修（初任者研修）

講義部分
	2日間
	◎1日目・2日目

第1回目　平成23年8月11日(木)・12日(金)

  茨城県総合福祉会館ホール(水戸市千波町1918)

第2回目　平成23年8月18日(木)・19日(金)

  茨城県総合福祉会館ホール(水戸市千波町1918)

＊同様の内容により2回開催－どちらかの日程を受講

	障害者相談支援従事者研修（初任者研修）

演習部分
	1日間
	◎3日目　

第1回目　平成23年8月13日(土)

  茨城県総合福祉会館(水戸市千波町1918)

第2回目　平成23年8月20日(土)

茨城県総合福祉会館(水戸市千波町1918)

＊3日目の研修では、ケアマネジメントの流れや方法を学んで頂きます。（別添研修内容参照）


イ）　申込方法及び申込期限

①受講希望者ごとに、所定の「受講申込書」に必要事項をもれなく記入していただき、
  平成18年度もしくは平成19年度障害者相談支援従事者（初任者）研修修了証の写しを添え、茨城県社会福祉士会まで郵送にてお申込み下さい。

　　　　
＊必要事項の記載もれや添付書類に不備がある場合、申込書の受付ができませんので、ご注意ください。
　

ウ）　受講可能人数について【重要】
　　　本年度の受講可能人数は200名です。受講希望者数が200名を超えた場合、来年度の受講をお願いする場合があります。初任者研修を修了してから5年以内に更新研修を受講することになっていますが、茨城県では今年度受講申し込みをしたにもかかわらず受講ができなかった場合に限り、来年度の受講修了についても更新研修として扱います。

　　（この点について不明な点があれば、茨城県障害福祉課までお問い合わせください。）
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